
第一部 相続・事業承継セミナー ～相続・事業承継に失敗しないために～

◆日時 ６月２７日（木） １４：００～１５：３０ （開場 １３：３０～） 相談は１５：４０～
◆会場 あいえす税理士法人 １階セミナー室 富山市問屋町２丁目３番７号
※お申込み頂いた方には詳細な会場地図を送付します。 ◆定員 １５名様 ※先着順

◆主催：あいえす税理士法人・株式会社みらいパートナーズ

富山市問屋町２丁目３番７号 TEL：０７６－４５２－２００１（担当：西中）

開
催
要
領

ＦＡＸ：０７６－４５２－２０１１

御社名 代表者名

所在地 〒

電話 ＦＡＸ

ご参加者名 お役職

ご参加者名 お役職

相続＆事業承継計画セミナー

質疑応答の時間を設けますので
疑問を残さずお帰り下さい

お申込みは今すぐ

第一部 講師

あいえす税理士法人
代表 税理士 佐藤 宣夫

あいえす税理士法人
業務部次長兼資産税担当課長
村田 幸治

第二部 講師

株式会社みらいパートナーズ
（あいえす税理士法人グループ）

専門コンサルタント

◆相続・事業承継をめぐるトラブルについて
◆相続・事業承継トラブルを避ける方法
◆民法（相続法）改正に伴う今後の相続及び
事業承継への影響

◆相続・事業承継対策のポイント

◆社長の保有株式割合（支配権）を
盤石にする

◆後継者への株式移譲の計画を
作成する

◆継ぎたい会社を作るには

遺産分割トラブルは、どこの
家庭でも起こりうる問題です！

遺 産 分 割 ト ラ ブ ル に
なりやすいケースとは？

相続・事業承継トラブルを
避ける方法・対策とは・・・

参加無料

第二部 スムーズな事業承継のポイント

2018年7月に民法（相続法）を改正する法律が成立
し、相続については約40年ぶりの大きな見直しとなり
ました。それに伴い2019年から相続の姿が大きく変化
し、益々「相続＆事業承継」に注目が集まっています。
そこで、今回あいえす税理士法人の相続・事業承継
に精通した税理士及び専門スタッフが、相続・事業承
継をめぐるトラブルやその対策、さらには今回の民法
（相続法）改正の内容について解説いたします。


